
不法投棄の情報提供に関する協定
協力いただける事業者・団体を募集しています。

廃棄物処理法では、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定められており、これに違反して廃

棄物を投棄することを「不法投棄」といいます。

秋田市では、不法投棄の撲滅に向けて監視体制を強化するために、不法投棄を発見した際の情報提供（通

報）にご協力いただける事業者・団体を募集しております。

協力をいただくに当たっては、あらかじめ協議を行い、要件を満たす事業者・団体と協定を締結します。

1 不法投棄の情報提供のお願い（事業者・団体の募集）

申込みの流れについては裏面をご確認ください

秋田市において事業活動を行う事業者・団体（個人、法人その他の団体（国および地方公共団体を除きま

す。））で、以下の要件を満たすもの

２ 事業者・団体の要件

市が推進する廃棄物の不法投棄の撲滅に向けた取組に賛同し、積極的に協力する意思があること。

市に対する廃棄物の不法投棄に係る情報提供を適切に行うための体制を有すること。

事業者・団体が次のいずれにも該当しないこと。

• 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下「法」という。）第14条第５項第２号

イ（法第７条第５項第４号イ、ロ又はチに係るものを除く。）に該当する者

• 法第14条第５項第２号ロ又はヘに該当する者

• 法第14条第５項第２号ハからホまで（法第７条第５項第４号イ、ロ又はチに係るものを除く。）に該当する

者

３ 受付期間

随時受け付けております。（平日の午前８時３０分～午後５時１５分）

４ 申込み方法

廃棄物対策課へ電話等でご相談の上、あらかじめ協議に必要な以下の書類をご提出ください。

• 事前協議申込書（様式第１号）

• 同意書兼誓約書（様式第２号）

• 申込者に会員企業等の事業者があるときは、これらの氏名又は名称および住所を記載した一覧表



５ 申込みの流れ

①申込みに向けた相談
必要書類の記入方法の確認

電話又はメールで相談

②事前相談への対応
必要書類の記入方法の説明

事業者・団体 秋田市

③事前協議申込書等の作成

秋田市に提出

（郵送又は持参のほか、

メール等による電子デ

ータでの提出も可）

④事前協議申込書等の確認・受付

⑤協定書の内容調整

電話又はメールで確認

⑥協定書の内容確認

⑦協定書の作成（２通）⑧協定書の受領

⑨協定書への押印（２通）

郵送又は持参

郵送又は持参

⑩協定書の受領

⑪協定書への押印（２通）

６ その他

事業者・団体が要件を満たさない場合や市長が協定を解除することが特に必要であると認めるときは、協

定を解除することがあります。

不法投棄の情報提供に関する協定のお問合せ先

秋田市環境部廃棄物対策課 監視・指導担当（秋田市役所３階）

〒０１０－８５６０ 秋田市山王一丁目１番１号

電 話 ０１８－８８８－５７１３

Ｅ－ｍａｉｌ ro-evwt@city.akita.lg.jp

１部返送

⑫協定書の受領

⑬協定に基づき協力を開始

１部保有１部保有


